
JP 2005-327203 A5 2006.11.2

【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ６ 部 門 第 ３ 区 分
【 発 行 日 】 平 成 18年 11月 2日 (2006.11.2)
　
【 公 開 番 号 】 特 開 2005-327203(P2005-327203A)
【 公 開 日 】 平 成 17年 11月 24日 (2005.11.24)
【 年 通 号 数 】 公 開 ・ 登 録 公 報 2005-046
【 出 願 番 号 】 特 願 2004-146612(P2004-146612)
【 国 際 特 許 分 類 】
                        Ｇ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ Ｇ    1/12     (2006.01)   1/12     (2006.01)   1/12     (2006.01)   1/12     (2006.01)   1/12     (2006.01)   1/12     (2006.01)   1/12     (2006.01)   1/12     (2006.01)
                        Ｇ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ ＧＧ ０ ７ Ｇ    1/01     (2006.01)   1/01     (2006.01)   1/01     (2006.01)   1/01     (2006.01)   1/01     (2006.01)   1/01     (2006.01)   1/01     (2006.01)   1/01     (2006.01)
【 Ｆ Ｉ 】
   Ｇ ０ ７ Ｇ    1/12    ３ ６ １ Ｃ
   Ｇ ０ ７ Ｇ    1/01    ３ ０ １ Ｄ
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 9月 15日 (2006.9.15)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 デ ィ ス プ レ イ と 、
　 プ リ ン タ と 、
　 予 約 を 宣 言 す る 手 段 と 、
　 予 約 宣 言 に 応 じ て 、 予 約 の 順 番 を 含 む 予 約 情 報 を 予 約 番 号 及 び 予 約 取 消 番 号 と 共 に 記 憶
領 域 に 記 憶 す る 手 段 と 、
　 前 記 予 約 の 順 番 と 前 記 予 約 番 号 と を 前 記 デ ィ ス プ レ イ に 表 示 す る 手 段 と 、
　 前 記 予 約 番 号 と 前 記 予 約 取 消 番 号 と が 記 録 さ れ た 予 約 票 を 前 記 プ リ ン タ に よ っ て 印 字 発
行 す る 手 段 と 、
　 予 約 取 消 し を 宣 言 す る 手 段 と 、
　 予 約 取 消 宣 言 に 際 し て 、 取 り 消 す べ き 予 約 の 前 記 予 約 番 号 と 前 記 予 約 取 消 番 号 と の 入 力
を 許 容 す る 手 段 と 、
　 予 約 宣 言 が な さ れ た 予 約 に 対 応 付 け ら れ て 前 記 記 憶 領 域 に 記 憶 さ れ て い る 前 記 予 約 番 号
及 び 前 記 予 約 取 消 番 号 と 、 予 約 取 消 宣 言 に 際 し て 入 力 さ れ た 前 記 予 約 番 号 及 び 前 記 予 約 取
消 番 号 と の 同 一 性 を 判 定 す る 手 段 と 、
　 前 記 予 約 番 号 及 び 前 記 予 約 取 消 番 号 の 同 一 性 が 確 認 さ れ た 場 合 に の み 予 約 取 消 宣 言 が な
さ れ た 予 約 を 取 消 す 手 段 と 、
を 備 え る 予 約 受 付 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　 前 記 デ ィ ス プ レ イ に 表 示 さ れ た 対 応 す る
前 記 予 約 番 号 を 含 む 領 域 の 一 度 の タ ッ チ 入 力 に よ っ て 、 請 求 項 記 載 の 予 約 受
付 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 デ ィ ス プ レ イ と 、
　 プ リ ン タ と 、
　 予 約 を 宣 言 す る 手 段 と 、

前 記 デ ィ ス プ レ イ 上 に タ ッ チ パ ネ ル を 備 え 、
前 記 予 約 取 消 宣 言 と 前 記 予 約 番 号 の 入 力 と は 、

実 行 さ れ る １



　 予 約 宣 言 に 応 じ て 、 予 約 番 号 を 発 生 し て 前 記 デ ィ ス プ レ イ に 表 示 す る 手 段 と 、
　 前 記 予 約 番 号 に 関 連 付 け て 予 約 情 報 及 び 予 約 取 消 番 号 を 記 憶 領 域 に 記 憶 す る 手 段 と 、
　 少 な く と も 前 記 予 約 番 号 と 前 記 予 約 取 消 番 号 と が 記 録 さ れ た 予 約 票 を 前 記 プ リ ン タ に よ
っ て 印 字 発 行 す る 手 段 と 、
　 前 記 表 示 手 段 に 表 示 さ れ た 予 約 番 号 の う ち の 一 つ を 指 定 す る 手 段 と 、
　 前 記 予 約 取 消 番 号 の 入 力 を 促 す 手 段 と 、
　 前 記 予 約 取 消 番 号 を 入 力 す る 手 段 と 、
　 前 記 記 憶 領 域 に 記 憶 さ れ て い る 前 記 予 約 番 号 の う ち の 前 記 指 定 手 段 に よ っ て 指 定 さ れ た
予 約 番 号 に 関 連 付 け ら れ て い る 前 記 予 約 取 消 番 号 と 前 記 予 約 取 消 番 号 入 力 手 段 か ら 入 力 さ
れ た 前 記 予 約 取 消 番 号 と の 同 一 性 を 判 定 す る 手 段 と 、
　 前 記 予 約 取 消 番 号 の 同 一 性 が 確 認 さ れ た 場 合 に の み 予 約 取 消 宣 言 が な さ れ た 予 約 を 取 消
す 手 段 と 、
を 備 え る 予 約 受 付 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 デ ィ ス プ レ イ と 、
　 カ ー ド リ ー ダ と 、
　 予 約 を 宣 言 す る 手 段 と 、
　 予 約 宣 言 に 応 じ て 、 予 約 の 順 番 を 含 む 予 約 情 報 を 前 記 カ ー ド リ ー ダ に よ っ て 読 み 取 ら れ
た 会 員 カ ー ド に 記 録 さ れ て い る 会 員 名 及 び 会 員 番 号 と 共 に 記 憶 領 域 に 記 憶 す る 手 段 と 、
　 前 記 予 約 の 順 番 と 前 記 会 員 名 と を 前 記 デ ィ ス プ レ イ に 表 示 す る 手 段 と 、
　 予 約 取 消 し を 宣 言 す る 手 段 と 、
　 予 約 取 消 宣 言 に 際 し て 前 記 カ ー ド リ ー ダ に 読 み 取 ら れ た 前 記 会 員 カ ー ド に 記 録 さ れ て い
る 前 記 会 員 番 号 と 一 致 す る 前 記 記 憶 領 域 に 記 憶 さ れ て い る 前 記 会 員 番 号 に 対 応 付 け ら れ て
い る 予 約 を 取 消 す 手 段 と 、
を 備 え る 予 約 受 付 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 デ ィ ス プ レ イ と 、
　 プ リ ン タ と 、
　 カ ー ド リ ー ダ と 、
　 予 約 を 宣 言 す る 手 段 と 、
　 予 約 宣 言 に 際 し て 、 会 員 カ ー ド 使 用 の 有 無 を 判 定 す る 手 段 と 、
　 予 約 宣 言 に 際 し て 、 前 記 会 員 カ ー ド が 使 用 さ れ な い 場 合 に は 第 １ の 予 約 受 付 処 理 を 実 行
し 、 前 記 会 員 カ ー ド が 使 用 さ れ る 場 合 に は 第 ２ の 予 約 受 付 処 理 を 実 行 す る 手 段 と 、
　 予 約 取 消 し を 宣 言 す る 手 段 と 、
　 予 約 取 消 し に 際 し て 、 会 員 カ ー ド 使 用 の 有 無 を 判 定 す る 手 段 と 、
　 予 約 取 消 し に 際 し て 、 前 記 会 員 カ ー ド が 使 用 さ れ な い 場 合 に は 第 １ の 予 約 取 消 処 理 を 実
行 し 、 前 記 会 員 カ ー ド が 使 用 さ れ る 場 合 に は 第 ２ の 予 約 取 消 処 理 を 実 行 す る 手 段 と 、
　 個 々 の 予 約 に つ い て 予 約 取 消 し を 宣 言 す る 手 段 と 、
を 備 え 、
　 前 記 第 １ の 予 約 受 付 処 理 は 、
　 予 約 宣 言 に 応 じ て 、 予 約 の 順 番 を 含 む 予 約 情 報 を 予 約 番 号 及 び 予 約 取 消 番 号 と 共 に 記 憶
領 域 に 記 憶 す る 処 理 と 、
　 前 記 予 約 の 順 番 と 前 記 予 約 番 号 と を 前 記 デ ィ ス プ レ イ に 表 示 す る 処 理 と 、
　 前 記 予 約 番 号 と 前 記 予 約 取 消 番 号 と が 記 録 さ れ た 予 約 票 を 前 記 プ リ ン タ に よ っ て 印 字 発
行 す る 処 理 と 、
を 含 み 、 前 記 第 １ の 予 約 取 消 処 理 は 、
　 予 約 取 消 宣 言 に 際 し て 、 取 り 消 す べ き 予 約 の 前 記 予 約 番 号 と 前 記 予 約 取 消 番 号 と の 入 力
を 許 容 す る 手 段 と 、
　 予 約 宣 言 が な さ れ た 予 約 に 対 応 付 け ら れ て 前 記 記 憶 領 域 に 記 憶 さ れ て い る 前 記 予 約 番 号
及 び 前 記 予 約 取 消 番 号 と 、 予 約 取 消 宣 言 に 際 し て 入 力 さ れ た 前 記 予 約 番 号 及 び 前 記 予 約 取
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消 番 号 と の 同 一 性 を 判 定 す る 処 理 と 、
　 前 記 予 約 番 号 及 び 前 記 予 約 取 消 番 号 の 同 一 性 が 確 認 さ れ た 場 合 に の み 予 約 取 消 宣 言 が な
さ れ た 予 約 を 取 消 す 処 理 と 、
を 含 み 、 前 記 第 ２ の 予 約 受 付 処 理 は 、
　 予 約 宣 言 に 応 じ て 、 前 記 予 約 情 報 を 前 記 カ ー ド リ ー ダ に よ っ て 読 み 取 ら れ た 会 員 カ ー ド
に 記 録 さ れ て い る 会 員 名 及 び 会 員 番 号 と 共 に 記 憶 領 域 に 記 憶 す る 処 理 と 、
　 前 記 予 約 の 順 番 と 前 記 会 員 名 と を 前 記 デ ィ ス プ レ イ に 表 示 す る 処 理 と 、
を 含 み 、 前 記 第 ２ の 予 約 取 消 処 理 は 、
　 予 約 取 消 宣 言 に 際 し て 前 記 カ ー ド リ ー ダ に 読 み 取 ら れ た 前 記 会 員 カ ー ド に 記 録 さ れ て い
る 前 記 会 員 番 号 と 一 致 す る 前 記 記 憶 領 域 に 記 憶 さ れ て い る 前 記 会 員 番 号 に 対 応 付 け ら れ て
い る 予 約 を 取 消 す 処 理 と 、
を 含 む 予 約 受 付 装 置 。
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